
 

 

第２４回議会運営委員会 
 

日 時 令和４年６月２２日（水）     

 一般会計予算決算常任委員会終了後 

場 所 第１委員会室           
 

付議事項 

１ 令和４年第２回（６月）定例会に関する事項について 

(1) 山陽小野田市議会会議規則の一部改正について・・・資料１ 

(2) 西部石油株式会社山口製油所、関連会社及び協力会社の従業員の雇用確保 

に関する意見書の提出について・・・資料２ 

 (3) 議事日程変更案について 

月 日 曜 開議時刻 会議名 摘要 

６ ２４ 金 午前１０時 本会議 

・付託案件に対する委員長報告、質疑、 

討論及び採決 

・委員会提出議案１件を上程、提案理由の 

説明、質疑、討論及び採決 

・議員提出意見書案１件を上程、提案理由 

の説明、質疑、討論及び採決 

・議員派遣について 

・閉会中の調査事項について 

 

２ 申し入れ書（山陽小野田市議会６月定例会以降に開催されます本会議また委 

員会等、市議会が定める公開される会議の撮影を許可していただきますよう申 

請いたします。）について 

 

３ 会派人数について見直しのお願いについて 

 

４ 議会運営改善についての申し入れについて 

 

５ その他 

(1) 市議会関係例規等のホームページ上での公表について 

(2) ９月定例会日程案について・・・資料３ 

(3) 全員協議会の開催日 

 ６月２４日（金） 午前９時３０分 議運決定事項の報告 
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委員会提出議案第 号 

 

山陽小野田市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

山陽小野田市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

令和４年６月  日提出 

 

提出者 議会運営委員長 大 井 淳一朗 

 

山陽小野田市議会会議規則の一部を改正する規則 

山陽小野田市議会会議規則（平成１７年山陽小野田市議会規則第１号）の一

部を次のように改正する。 

第４８条第１項中「議事の記録は、」を「会議録のうち、特に秘密を要すると

議決した部分は、これを」に改め、同条第２項中「秘密会の議事は、何人も秘

密性の継続する」を「前項の規定により公表しない部分については、秘密を要

する」に改める。 

第１１２条第１項中「議事の記録は、」を「記録のうち、特に秘密を要する

と議決した部分は、これを」に改め、同条第２項中「秘密会の議事は、何人も

秘密性の継続する」を「前項の規定により公表しない部分については、秘密を

要する」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。

 

資料１ 
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委員会提出議案第 号参考資料 

山陽小野田市議会会議規則新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（秘密の保持） 

第４８条 秘密会の会議録のうち、特に秘密を要すると議

決した部分は、これを公表しない。 

２ 前項の規定により公表しない部分については、秘密を

要する限り、他に漏らしてはならない。 

 

（秘密の保持） 

第１１２条 秘密会の記録のうち、特に秘密を要すると議

決した部分は、これを公表しない。 

２ 前項の規定により公表しない部分については、秘密を

要する限り、他に漏らしてはならない。 

（秘密の保持） 

第４８条 秘密会の議事の記録は、公表しない。 

 

２ 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に

漏らしてはならない。 

 

（秘密の保持） 

第１１２条 秘密会の議事の記録は、公表しない。 

 

２ 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に

漏らしてはならない。 
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 ただいま上程されました議案１件について御説明します。 

委員会提出議案第 号は、山陽小野田市議会会議規則の一部を改正する規則

の制定についてです。 

改正の主な理由は、本会議又は委員会を秘密会とした際に、「議事の記録は、

公表しない」と規定しているものを、「会議録のうち、特に秘密を要すると議決

した部分は、これを公表しない」、「記録のうち、特に秘密を要すると議決した

部分は、これを公表しない」と改めることで、山陽小野田市議会基本条例第

２５条に規定された「情報の公開」及び山陽小野田市情報公開条例第９条に規

定された「公文書の公開義務」との整合性を図るためです。 

よろしく御審議の上、御議決くださいますようお願いします。 
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議員提出意見書案第 号 

 

西部石油株式会社山口製油所、関連会社及び協力会社等の従業員 

の雇用確保に関する意見書の提出について 

 

地方自治法第９９条の規定により、次のとおり意見書を提出する。 

 

令和４年 月 日提出 

 

提出者 山陽小野田市議会議員 長谷川 知 司   

         賛成者 山陽小野田市議会議員 伊 場   勇   

          〃  山陽小野田市議会議員 大 井 淳一朗   

          〃  山陽小野田市議会議員 岡 山   明   

          〃  山陽小野田市議会議員 奥   良 秀   

          〃  山陽小野田市議会議員 笹 木 慶 之   

          〃  山陽小野田市議会議員 白 井 健一郎   

          〃  山陽小野田市議会議員 恒 松 恵 子   

          〃  山陽小野田市議会議員 中 岡 英 二   

          〃  山陽小野田市議会議員 中 島 好 人   

          〃  山陽小野田市議会議員 中 村 博 行   

          〃  山陽小野田市議会議員 福 田 勝 政   

          〃  山陽小野田市議会議員 藤 岡 修 美   

          〃  山陽小野田市議会議員 古 豊 和 惠   

          〃  山陽小野田市議会議員 前 田 浩 司   

          〃  山陽小野田市議会議員 松 尾 数 則   

          〃  山陽小野田市議会議員 宮 本 政 志   

          〃  山陽小野田市議会議員 森 山 喜 久   

          〃  山陽小野田市議会議員 矢 田 松 夫   

          〃  山陽小野田市議会議員 山 田 伸 幸   

       〃  山陽小野田市議会議員 吉 永 美 子   

 

資料２ 
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西部石油株式会社山口製油所、関連会社及び協力会社等の従業員 

の雇用確保に関する意見書 

 

西部石油株式会社山口製油所は、これまで地域経済の発展と雇用の確保に多

大な貢献をしてきた。 

このたびの石油精製機能停止の発表には、本市議会も大変驚いており、地域

経済に与えると想定される多大な影響を強く懸念している。 

市においては、早急に情報収集に努められ、従業員の雇用確保に関し必要な

対策を講じられるよう強く要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和４年 月 日 

 

山陽小野田市議会   











月 日 曜日 日程 備考

８ ２３ 火

２４ 水

２５ 木

２６ 金 告示

２７ 土

２８ 日

２９ 月 一般質問通告締切

３０ 火 議運

３１ 水

９ １ 木

２ 金 本会議初日

３ 土

４ 日

５ 月 ２委員会・分科会

６ 火 ２委員会・分科会

７ 水 ２委員会・分科会

８ 木 委員会予備日

９ 金 一般質問

１０ 土

１１ 日

１２ 月 一般質問

１３ 火 一般質問

１４ 水 一般質問

１５ 木 一般質問

１６ 金 休会

１７ 土

１８ 日

１９ 月 （敬老の日）

２０ 火 休会

２１ 水 一般会計予算決算常任委員会全体会

２２ 木 休会（議事整理日）

２３ 金 （秋分の日）

２４ 土

２５ 日

２６ 月 休会（議事整理日）

２７ 火 本会議最終日

２８ 水

２９ 木

３０ 金

令和４年第３回（９月）定例会日程（案） 資料３


